
                          新旧対照表                           （別紙４） 

【玉軸受等に対して課する報復関税に関する取扱いについて（平成 17年８月 22日財関第 1059号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

 改正後 改正前 

玉軸受等に対して課する報復関税に関する取扱いについて 

 

標記のことについて、「玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令」

（平成17年政令第289号。以下「令」という。）の施行に伴う取扱いについて

は、関税法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第100号。以下「関税達」とい

う。）の規定によるほか、下記により取り扱うこととしたので、了知ありた

い。 

 

記 

 

１ （省略） 

 

（原産地を証明した書類の提出）  

２ 玉軸受等（令別表に掲げる貨物をいう。以下同じ。）に係る輸入申告（

関税法（昭和29年法律第61号。以下「法」という。）第７条の２第２項≪

申告の特例≫に規定する特例申告に係るにあっては、当該特例申告。以下

同じ。）がされた場合の原産地の確認等については、次による。なお、こ

の場合の原産地の認定については、令第３条の規定により、特恵関税に係

る原産地の認定基準に準拠することとされているので留意する。 

⑴ 令第２条第１項≪原産地証明書の提出≫に規定する原産地証明書と

は、関税暫定措置法施行令（昭和35年政令第69号。以下「暫定令」とい

う。）第27条第１項≪原産地証明書≫に規定する原産地証明書又は関税

法施行令（昭和29年政令第150号）第61条第１項≪課税標準の決定のた

めの書類及び原産地証明書等≫に規定する原産地証明書とし、玉軸受等

に係る輸入申告がされたときは、通常の審査のほか、当該原産地証明書

について、暫定令第27条第４項≪原産地の証明≫等に規定する正当な発

給機関により発給されたものであること、暫定令第29条≪原産地証明書

の有効期間≫等に規定する期間（有効期間）を経過したものでないこと

（有効期間を経過したものであるときは、同条ただし書等の規定による

税関長の承認を受けていること。）を確認する。 

また、原産地証明書が提出されないときは、下記⑵に定める税関長の

玉軸受等に対して課する報復関税に関する取扱いについて 

 

標記のことについて、「玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令」

（平成17年政令第289号。以下「令」という。）の施行に伴う取扱いについて

は、関税法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第100号。以下「関税達」とい

う。）の規定によるほか、下記により取り扱うこととしたので、了知ありた

い。 

 

記 

 

１ （同左） 

 

（原産地を証明した書類の提出）  

２ 玉軸受等（令別表に掲げる貨物をいう。以下同じ。）に係る輸入申告（

関税法（昭和29年法律第61号。以下「法」という。）第７条の２第２項≪

申告の特例≫に規定する特例申告に係るにあっては、当該特例申告。以下

同じ。）がされた場合の原産地の確認等については、次による。なお、こ

の場合の原産地の認定については、令第３条の規定により、特恵関税に係

る原産地の認定基準に準拠することとされているので留意する。 

⑴ 令第２条第１項≪原産地証明書の提出≫に規定する原産地証明書と

は、関税暫定措置法施行令（昭和35年政令第69号。以下「暫定令」とい

う。）第27条第１項≪原産地証明書≫に規定する原産地証明書又は関税

法施行令（昭和29年政令第150号）第61条第１項≪課税標準の決定のた

めの書類及び原産地証明書等≫に規定する原産地証明書とし、玉軸受等

に係る輸入申告がされたときは、通常の審査のほか、当該原産地証明書

について、暫定令第27条第４項≪原産地の証明≫等に規定する正当な発

給機関により発給されたものであること、暫定令第29条≪原産地証明書

の有効期間≫等に規定する期間（有効期間）を経過したものでないこと

（有効期間を経過したものであるときは、同条ただし書等の規定による

税関長の承認を受けていること。）及びその記載事項を確認する。 

また、原産地証明書が提出されないときは、下記⑵に定める税関長の



新旧対照表 

 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

2 

 改正後 改正前 

承認を受けていることを確認する。 

なお、郵便物に係る原産地証明書については、上記に準じて取り扱う

ものとする。 

 

⑵ （省略） 

 

⑶ 暫定達８の２－３（原産地認定の基準）の⑴の規定、８の２－５から

８の２－７まで（「やむを得ない特別の事由」の意義・税関以外の原産

地証明書の発給機関で「税関長が適当と認めるもの」の取扱い・原産地

証明書の要件及び記載に不備がある場合の取扱い・「災害その他やむを

得ない理由」の意義）の規定、８の２－10（分割して輸入する場合の原

産地証明書の取扱い）及び８の２－11（原産地証明書の有効期間延長の

承認申請手続）の規定並びに８の２－16（輸入申告等がされない輸入物

品等に対する特恵関税等の適用）の規定は、令第２条第２項の規定にお

いて準用する暫定令第29条の規定により原産地証明書の有効期間を延

長する場合の取扱いその他の原産地証明書の取扱いについて準用する。 

 

⑷～⑸ （省略） 

 

３～７ （省略） 

承認を受けていることを確認する。 

なお、郵便物に係る原産地証明書については、上記に準じて取り扱う

ものとする。 

 

⑵ （同左） 

 

⑶ 暫定達８の２－３（原産地認定の基準）の⑴の規定、８の２－５から

８の２－７まで（「やむを得ない特別の事由」の意義・税関以外の原産

地証明書の発給機関で「税関長が適当と認めるもの」の取扱い・原産地

証明書の有効性の認定・「災害その他やむを得ない理由」の意義）の規

定、８の２－10（分割して輸入する場合の原産地証明書の取扱い）及び

８の２－11（原産地証明書の有効期間延長の承認申請手続）の規定並び

に８の２－16（輸入申告等がされない輸入物品等に対する特恵関税等の

適用）の規定は、令第２条第２項の規定において準用する暫定令第29

条の規定により原産地証明書の有効期間を延長する場合の取扱いその

他の原産地証明書の取扱いについて準用する。 

 

⑷～⑸ （同左） 

 

３～７ （同左） 

 


